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　現在，我が国は高齢者（65 歳以上）の割合が約 30 ％，つまり国民の 3 人に 1 人が高齢者で

ある超高齢社会を迎えており，この増加は 2060 年頃まで続くことが予測されている。これは

国民の平均寿命が年々伸びているために高齢者が増加し，一方で出生率が年々低下しているため

全人口に対する高齢者人口の割合が増加していることの表れである。現在，平均寿命は男性

81.09 歳（世界 6 位），女性 87.13 歳（世界 1 位）であることからも，我が国は世界一の

長寿国とされている。これは日本の医療水準が非常に高く，安全であり公衆衛生上の問題が

少ないことなどを反映していると思われる。しかしながら，これだけ高齢者が増えてくると社会 

構造そのものに大きな影響が及んでくる。特に我が国の超高齢化を支えている医療保険，介護

保険，年金などの社会保障システムをどのように維持していくかということが大きな議論に

なっている。その解決策が 2013 年から始まった我が国の健康施策の柱である‘健康日本

21（第 2 次）’，それに続いて 2024 年度から施行された‘健康日本 21（第 3 次）’においても

論じられ，それぞれの施策の最上位目標となっている‘健康寿命の延伸’である。重篤な疾病を

予防し，良好な心身機能を保ち，自立した高齢期を送ることで，医療・介護保険の使用を抑え，

社会保障システムを維持することを目指すための目標となっている。健康寿命の延伸の結果が

‘健康長寿’であり，国際的には‘Healthy aging’ という言葉で表され，グローバルにも健康

施策の目標となっている。

　ではどうすれば Healthy aging を達成できるのか？この答えを求めて我々は 2010 年より 

高齢者長期縦断疫学研究（SONIC 研究：Septuagenarians, Octogenarians, Nonagenarians 

Investigation with Centenarians Study）を大阪大学のみならず共同研究機関である慶応

大学や東京都健康長寿医療センターも含め，高齢者や老化の研究をしている医学・保健学・歯学・ 

栄養学・心理学・社会学・経済学などさまざまな専門性を持つ研究者と協働し，学際的な観点から 

疫学調査研究を行ってきた 1）。SONIC 研究では調査開始時点で，70, 80, 90 ± 1 歳の関東，

関西地区の地域在住高齢者 3000 名以上にボランティア参加してもらい，さらに 100 歳を

超える方々の参加を得て，各年代 3 年に一度追跡調査を行っている。この研究から Healthy 

aging につながる数多くの知見が明らかとなっている。いわゆる高齢期の虚弱状態を表す‘フレ

イル’や認知機能障害，それらが進行した際に陥る要介護状態を先延ばしするためには，‘適度な

運動’，‘十分な栄養（特にタンパク質摂取）’そして‘社会参加’が重要であることが本研究

から示された。この 3 要素は，特に高齢期に人々が意識すべき，身体的・精神的な健康を維持・

増進するための積極的な行動や生活態度，いわゆる‘Wellness’の必須要素と考えられ，先の 

‘健康日本 21（第 3 次）’でも個々人がこの 3 要素を意識して日々を過ごすことが推奨され

ている。

　しかしながら，人は必ず加齢とともに身体機能の低下が生じ，特に超高齢期を迎える 90 歳

以降はその低下は著しくなる。さらに骨・関節系や内科系疾患を患うことも多く，単身世帯や

老々夫婦世帯が増えていることも影響し，要介護認定を受け介護保険サービスを利用しながら

の生活を余儀なくされる場合もしばしばである。このような現実を受け入れ，with aging の

気持ちで日々を穏やかに暮らしている超高齢者が多いことも SONIC 研究では明らかとなって

いる。図は大阪大学で老年心理学を専門とする権藤恭之教授が SONIC 研究で分析した結果を

まとめたものである。70 歳，80 歳，90 歳と確実に SPPB 値（歩行速度，握力など身体機能

測定値）は低下するが，精神的健康度を示す WHO-5 の得点は下がることはなく，むしろ上昇

している。つまり超高齢期には，身体的健康度と精神的健康度の間に解離が生じる場合が多い

ことを意味している。この現象は‘老年的超越’と呼ばれる心の状態であり，Healthy aging に

つながる重要な心的な変化と考えられている。人生 100 年時代を迎えた我が国や，将来超高齢

化が進む国々において，たとえ要介護状態となっても幸せな日々を送っていくために健康寿命

以上に‘幸福寿命’が重要となる。幸福寿命延伸のために年齢に合わせた‘Wellness’を実現

することが理想であるが，そのためには何らかの方法で身体・認知機能だけでなく，‘老年的

超越’のような心の状態をより客観的に分析できる方法の確立が今後は求められるであろう。
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世界一の長寿国において
　　　　　　考えるべきこと
 ― Healthy aging, Wellness, 幸福寿命 ―

図　高齢期の年代ごとの身体機能（SPPB）と精神的健康度（WHO-5）
	 （出典：権藤恭之　日本老年医学会雑誌 2014年51号35-38頁より引用）
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人々の活動を支えるウェルネス建築

1　オフィスにおける健康の変遷
　日本では，国民や労働者の健康性確保に向けて，様々な
施策が展開されてきた。明治から戦後までは，生活環境に
おける衛生基準の向上が主な取り組みであった 1）。衛生
水準が向上しつつある 1950 年以降，死因の上位は脳血管 
疾患，がん（悪性新生物），心疾患などのいわゆる成人病が
上位を占めるようになった。成人病はその後「生活習慣病」
と呼ばれるようになり，国民の主たる疾病要因（図 1）は，
従来の外部環境要因（病原体，有害物質，事故，ストレッ
サーなど）から生活習慣要因（食生活や運動習慣，喫煙，
飲酒など）に変わりつつあるとされた。この状況を受け，
1972 年には労働安全衛生法が制定され，一定規模以上の
事業場においては，衛生委員会の設置が義務付けられ，労働
者の安全衛生に関する最低基準が示されるとともに，快適な
職場環境の形成を目指す体制が整備された。一方で，1980
年代以降は，労働者のストレス増加に伴うメンタルヘルス

疾患が健康対策上の課題となるようになった 2）。1988 年
には労働安全衛生法が改正され，「事業場における労働者の
健康保持増進のための指針」が策定され，「労働者の心と体
の健康づくり（トータル・ヘルス・プロモーション・プラン）
として，産業医を中心に「運動指導」「メンタルヘルスケア」

「栄養指導」「保健指導」が実施されるようになった。この
流れは，その後の「健康日本２１（2000 年）」や「働き方
改革実行計画（2017 年）」へと引き継がれ，特に労働者
の「長時間労働の是正」が大きな課題となっている。
　建築物における健康性確保の取り組みとしては「建築物に
おける衛生的環境の確保に関する法律（以降，建築物衛生法。
1970 年公布）」が大きな役割を担ってきた。特に特定建築
物にて遵守すべき「建築物環境衛生管理基準」の明示と
計測を伴う定期報告の励行は世界的にも類を見ない高水準
での環境保全活動といえる。ただし，建築物衛生法が管理 
する内容は，健康の基盤となる安全衛生の部分である。その
ため，現状の社会で求められている知的生産性を高め，長時間
労働の抑制に貢献する健康建築の提案が求められている。

2　ウェルネスオフィスが求められる背景
　従来の労働安全衛生の取組みの流れとは別に，経営手法
として「人的資本経営」への注目が高まりつつある。人的
資本経営においては従業員が「健康」かつ「生産的」に働く
ことが重要と考えられており，経産省は従業員の健康に資する 
経営手法を多く取り入れている企業に対する認定制度（健康
経営優良法人認定制度）を 2016 年度に開始し，当初は
318 法人だった認定数は，2024 年度においては中小規模

法人で 19,796 法人，大規模法人で 3,400 法人と大幅に
増加している 3）。健康経営が日本企業において注目される
背景には，人員不足・人材不足による優秀な人材獲得競争
やその離職の抑制が大きな目的として存在するが，同時に
自意識をもって前向きに仕事に取り組む姿勢（ワークエン
ゲージメント）を高め，知的生産性を向上させることも
意図されている。また，前述の通り，投資家や金融機関は，
ESG の観点から投資先（企業やプロジェクト等）を選んで
おり，事業・経営や保有建物における ESG 配慮の取組み
内容について経営者に説明を求めている（図 2）。

3　建物性能の「見える化」の必要性
　上述の背景・動向を受け，ワーカーが健康的に活力を
もって，快適に働けるオフィスのニーズが高まっている。
これに対し，国土交通省では，環境性能だけでなく，健康
性・快適性に資する ESG 不動産を促進するために「ESG
投資の普及促進に向けた勉強会」を主催し，「健康性，快適
性等に関する不動産の新たな認証制度のあり方」4）を公表 
した（2018 年 3 月）。日本では 2001年以降，建築物の環境 
性能を評価するシステムとして『CASBEE（Comprehensive 
Assessment System for Built Environment Efficiency：
建築物総合環境性能評価システム）』5）が普及しており，
環境性能を評価する標準的なツールとして国内
外に周知されている。一方で建築物の社会的
側面（健康性，快適性等）についてその性能を
評価する仕組みはなかった。評価・認証の社会
制度がなければ，１件１件の優良な建築が建つ
ことはあっても，その普及を社会として加速
することは難しい。CASBEE- ウェルネス
オフィスは，前述の勉強会の「あり方」を反映し，
健康性，快適性の高い建物の加速的普及を目的
として開発された評価システムであり，2019
年 6 月より認証事業も開始されている。

4　評価システムの概要
4.1　評価システムの種類と役割
　CASBEE- ウェルネスオフィス（以降，CASBEE-WO）
は建築物の健康に資する性能を図面や基本設計書などに
記載されている客観的に評価可能な仕様や性能などから
評価するシステムとして開発された。また，それらの建物に
入居するワーカーがオフィス環境を主観的に評価するアン
ケート票（CASBEE- オフィス健康チェックリスト，以降
CASBEE-OHC）も同時に開発された。CASBEE-WO と
CASBEE-OHC は評価対象の範囲とその評価項目を整合
させて開発されている。また，CASBEE-OHC は，実際の
入居建物におけるワーカーの評価を確認するだけでなく，
その評価結果が他の健康関連の調査票の評価結果と整合
するかを確認することを目的に開発された。図 3 では，産業
医大が開発した WFun（労働機能障害調査票，プレゼン
ティーズムの度合いを評価）6）を参考にその関係を示した。
同様に，ワークエンゲージメント，内発的動機，コミュニケー
ション等の人的資本評価指標等とクロス集計することで， 
健康性高く作られたオフィスでは，ワーカーは環境に対して
高い評価をし，健康性や知的生産性が向上するというような
エビデンスの検証が可能となる。これらツールを使った効果
検証の分析結果については，第 5 章以降で触れる。

4.2　CASBEE-WOの評価枠組み
4.2.1　評価の基軸となる３軸
　オフィスビルの目的は仕事をする場の提供である。その
ため，オフィスビルの「健康」を考える際，そもそもの場所
の目的である「働く事」が効率的に実施され，長時間労働が
抑制されること，すなわち知的生産性向上は重要なファク
ターと考えられている。そのため，CASBEE-WO では，
ワーカーの健康に直接的に貢献する項目だけでなく，知的

千葉大学大学院工学研究院　創成工学専攻　建築学コース　教授　林
はやし
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　近年世界的な ESG 不動産投資普及の推進を受け，オフィスビルにおいても
そこで働くワーカーの健康性への配慮が求められている。また，人的資本経営の
視点からも，ワーカーが健康で生産的に働くことが求められている。
　そのため，国交省の助成を受け，日本サステナブル協会内の委員会ではワー
カーが健康な状態で知的生産性高く働けるオフィスを『ウェルネスオフィス』と
名付け，その評価システムと認証制度を構築した。本稿ではウェルネスオフィスの
考え方と評価システムの概要に触れ，評価結果と健康性等の関係に関するエビ
デンスについて説明し，今後のあり方について提案する。

図1　オフィスワーカーの疾病要因

”

’ 

図2　ウェルネスオフィスが求められる背景

ESG

,

図3　CASBEE-ウェルネスオフィスと関連ツール
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生産性向上に貢献する項目（利便性等）も評価することと
した。なお，災害等に対する安全性は自然災害多発国である
日本では必須の項目として加え，大きく３つの軸により評価
項目を抽出することとした（図 4）。従来から公開されて
いる CASBEE- 建築の Q（環境品質）項目と多くの部分が
重複することとなるが，Q 項目のエッセンスを踏襲しつつ，
健康増進，知的生産性向上に関する項目を拡張している。
評価項目は全部で 60 項目あり，全ての項目がレベル１～
５で採点され，100 点満点に換算される。採点レベルは
レベル３が一般的水準，レベル５が汎用的最高水準，レベル
１が遵法レベルの考え方に基づき，専門委員会でその採点
基準を決めている。

4.2.2　評価対象範囲
　この３軸を評価する範囲については，貸しビル業のサー
ビス範囲（賃料と評価結果の相関を見据え）である建築・
設備等の「基本性能」，維持管理・保守等の「運営管理」，
ビルが利用者の活動促進を目的に実施する「プログラム」

とした。従来の建築物環境性能評価システム（CASBEE-
建築など）では，建築物（建築基準法でいう「建築物」）を
主な評価範囲とし，あくまでハード（上記の「基本性能」に
当たる範囲）を評価対象としていたが，ワーカーの健康維持・
増進や知的生産性の向上において，運営管理やプログラムも
大きな影響を与えると考えられること，さらにビル側として
の努力を評価し，運営管理の質向上やサービス提供を促進
する目的からも評価内容に加えた。一方で，ビル管理内容や
テナント組織のサービスは「不動産価値」の評価内容では
ないが，賃料サービスの範囲とはなる。これら多様な活用
シーンに応じた評価パターンを想定し，CASBEE- ウェル
ネスオフィスでは，表 1 のように３つのパターンにて評価・
認証を行うことができる。ただし，テナント部分だけを評価
する枠組みは現時点ではなく，あくまで建物の評価システム
となっている。

5　ウェルネスオフィスの便益の分析
　建築物に省エネルギー技術を導入する場合，通常はその
費用対効果を数値で確認し，導入の可否を意思決定する。
これは効果としての省エネルギー量，省 CO2 排出量，光熱
水費の低減額，省エネルギー技術への投資額等を定量的に
算定することができるためである。一方で，ウェルネス性の
便益を定量的に算出することは一般的に難しく，定性的な
効果さえ曖昧といってよい。また，住宅などに比べ，オフィス
ビルを取り巻くステークホルダーは多様で，お金の流れと
便益の構造が整合しないと，容易に追加的な投資の判断が
できない。
　図 5 にウェルネスオフィスを取り巻くステークホルダーと
その便益の発生構造を示す。ウェルネスオフィスは，「ワー
カーが知的生産性向上を健康な状態で実現するオフィス」で

ある。そのため，①ワーカーに
とっては直接的な便益がある。
一方で，その便益に②経営者が
賃料や建設費に追加的な費用を
判断するかは定かでない。さら
に，③不動産事業者は追加的な
投資をしてウェルネスオフィス
を建築しても，高い賃料がとれ
るか，すぐに満床になるかなどの
確証がない。④投資家はウェル
ネスオフィスを不動産事業者が
建てることを ESG 投資として 
前向きに捉えるかはわからない。

自社ビルでも同様に，⑥設計事務所の
提案を経営者が良しとするかは不透明
である。これら関係者全員がウェルネス
オフィスに前向きにならない限り，ウェ
ルネスオフィスの普及速度は上がらず，
皆が様子見の状態に陥る可能性がある。
そのため，CASBEE-WO を開発した

「スマートウェルネス建築研究委員会
（主催：（社）日本サステナブル建築協
会）」の活動では，普及促進を目的に
これらエビデンスの検討を実施して
きた。以降，ウェルネスオフィスの便益
の事例として，ウェルネスオフィスに
よるワーカーの便益について分析した
結果（5.1 節），オフィス性能に対する
交絡要因の分析（5.2 節）について説明
する。

5.1　ワーカーのウェルネス性を形成
する構造
　ワーカーの労働機能はオフィス環境
および住環境等の影響を受けるという
仮説をインターネットアンケートによる
回答結果から分析した。図 6 は，横 2 軸
にオフィス環境に対する評価の点数，
住宅および地域環境に対する評価の
点数をとり，縦軸に WFun を取った
グラフである。その結果より，オフィス
環境の評価が高いほど，住環境の評価
が高いほど WFun は下がり，逆に両者
の評価が最も低い群は労働機能障害が
最も大きくなった。これにより，オフィス 
環境や住環境がワーカーのプレゼン
ティーズムに影響を与えている可能性が
示唆された 7）。また，ウェルネスオフィス
のどの技術的要素が健康や活動の活性
に貢献しているのかを確認するために，
構造方程式モデリングによりその関係
性を分析した。図 7 にその結果を示す。 
左から２列目のオフィス環境要素から
伸びている矢印が関係の有無を示した
もので，太ければ太いほど関係が強い。
オフィス環境要素で知的生産性を直接

図4　CASBEE-ウェルネスオフィスのコンセプトと評価軸

CASBEE-Wellness Office

表1　評価パターンと評価範囲

図5　ウェルネスオフィスとステークホルダーの関係

健康・収入

収益向上
人材確保・流出防止
健康保険費低減

健康経営
の実践

配当 投資

投資

配当
分配金

WO供給

照会 情報交
換

仲介

選別

健康維持・増進
生産性向上

空室率低減
賃料上昇

支援・提案 支援・提案

図6　オフィス環境および住環境と労働機能障害（WFun）の関係8）

×

×

×

WFun
WFun

WFun

図7　オフィス環境および住環境と労働機能障害（WFun）の関係

パターン1 パターン2 パターン3
評価
範囲

テナントビルのサービス範囲
（建築・設備計画，ビル管理等）

テナントビルのサービス範囲
＋テナント入居組織の取組み 建物全体

評
価
対
象

テナントビルの

・ビルオーナー資産区分
　（A工事部分）
　※CASBEE-建築等の評価対象
・ビル管理内容，提供サービス等

左欄に加え，特定テナント入居エリアの

・内装・什器計画，レイアウト
　（B，C工事部分）
・入居組織の取組み

※パターン2が特定テナント入居エリアを
対象としている部分を，全執務エリア
とする。

※ハッチ部分が評価対象（右欄も同）
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的に向上させているものは，執務空間の内装，リフレッシュ，
移動空間（の溜まり）などであり，建築環境工学で一般的に
扱う音・熱・光・空気等には直接的な効果は見られなかった。 
一方で，働き方（図の左から３列目，４列目）を介した間接
的効果も含めた総合効果を確認すると，熱・空気環境は
知的生産性や健康性との関係性が強いことが説明された。
コミュニケーションの活性化には，空間・内装だけでなく，
空間の快適性が基盤性能として重要である構造がよく説明
されている。

5.2　オフィス環境と交絡要因
　建築の環境性能の便益について研究をしていると，つい
つい建物のハードの大事さばかりを訴えがちになってしまう
が，ウェルネスオフィスが常に万能とは言えず，交絡要因を
捉えて理解する必要がある。交絡因子とは，X と Y の関係を
観る際に，Y に対して強い相関を持っている別の因子 Z の
ことを呼ぶ。オフィスの環境性能をマクロ的に分析するだけ 
であれば 5.1 節の結果でよいのであるが，具体的な企業の
新本社オフィスを作るとなると，企業の独自文化，事業種，
働き方や社員一人一人のパーソナリティを捉えて理解する
必要がある。例えば，図 8 は CASBEE-OHC（オフィス
健康チェックリスト）の結果とワークエンゲージメント指標
である UWES（Utrecht Work Engagement Scale）9）と
の関係を図示した検討例である。仕事に対する内発的動機 
が高い群（上位 25 %）はオフィス環境に対する評価が高い
人ほど，ワークエンゲージメントも上昇している。一方で，
内発的動機が低い群（下位 25 ％）では，そもそもワーク
エンゲージメントの値は低いが，オフィス環境が良好で
あったとしてもワークエンゲージメントは変わらない。
動機付けが低い社員に良質な環境を与えても効果がない
ことがわかる。
　この結果は同じ会社でも別の部署なら変わるかもしれ

ないし，別の企業でも変わるかもしれない。オフィス環境
は働く場所の基盤的性能（暑い，寒い，まぶしい，暗い，
狭い，使いにくい等のネガティブファクターを取り除く
こと）を高めることは得意であるが，一個人のモチベーション
を上げる，コミュニケーションを活性化する，組織効力感

（我々ならできる）を高める等を直接的に担保するものでは
ない点に留意が必要である。

6　まとめ
　本稿では，主に健康性，快適性が高く知的生産性向上
に資するオフィスである「ウェルネスオフィス」につい
て，その取り組み度合いを定量化する評価ツールである

「CASBEE- ウェルネスオフィス」に絡めて説明をした。
CASBEE ツールがより広く活用されることで，従来，供給
者と利用者の間に大きな情報の非対称性があった不動産市場
において利用者が不利益を被る確率が下がると考えられる。
従来，不動産の価格や賃料に大きな影響を与えた『近・新・
大』だけでなく，建物性能が加わることで利用者の選択肢
の幅が広がり，社会がウェルネスな建築を作ることが常識
化するようになると考えている。
　また，オフィス作りを利用者側の視点から見た場合，我々
が CASBEE- ウェルネスオフィスにより提案した性能評価
は，非常にベーシックな部分（図 9 の STEP １.5 程度，
ネガティブ要素を排除し，使い易くする）の性能チェック
であると考えている。オフィスが企業・組織価値を生み出す
場としてさらに進化するためには，経営ビジョンをベースに

「働き方」のビジョンを作り，それを場づくり，文化づくり，
ルールづくりとの組み合わせで試行錯誤していく錬金術の
ような作業が必要である。
　現状のオフィス作りは場づくりから営繕業務，内装業務
として扱われている場合が多い。しかし，それを無自覚に
実施するだけではオフィスが綺麗になっただけに留まって
しまう。場づくりは組織づくりの重要要素と考え，経営その
ものとして扱って欲しい。特に執務室のレイアウトや内装
のあり方は画一的に答えを出せるものではなく，機能性の
充実はもちろんのこと，組織文化の醸成，組織力の向上を
支える感性に訴える空間形成が望まれる。これらをコー
ディネートするのは現時点では会社の総務部門もしくは
ファシリティマネージャーもしくは外部の経営コンサル
タントや建築の設計者であると考えられるが，いずれもその
職能だけでこの課題を扱うのは難しいだろう。そのため，
経営者，企画部門，人事部門，総務部門，施設部門，労働
安全衛生，広報部門など組織的な連携が鍵を握る。必要に

応じて外部の力を借りると良いだろう。連携して事に当たる
ことは，静かに分断している組織 10）においては簡単では
ないと推測される。しかし，それを超えた先に真のウェル
ネスオフィスが実現され，人々の豊かさや健康，日本経済の
発展に貢献できると考えている。
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1　はじめに
　自動運転等の技術革新により 100 年に一度の変革期と言わ

れる自動車業界では，次世代モビリティへの新たな価値の付与や，

安全，環境に対する機能の付与などの開発が精力的に進められ

ている 1）。特に移動は，単なる手段にとどまらず，移動中の体験

を通して得られる価値（体験価値）の創造が求められている 2） 3）。

一方，それに伴う車載機能の複雑化から開発期間の長期化や開発

費の増大が課題となっている。これらの課題に対し，より効率

的な開発手段として，性能，特性をシミュレーションするモデル

ベース開発（MBD）の必要性が増している 4） 5）。

　新たな価値の付与には，ヒトがどう感じるかという利用者の

感性に寄り添った設計が必要であり，感性価値評価が重要な役割を

果たす。感性価値評価は，製品に対する漠然としたヒトの気持ちや

感じ方（感性）を感性工学・心理学・統計学などの「科学」に基づき

可視化・数値化するものである 6）～ 8）。自動車分野では，内装材等

パーツの触感，車両の乗り心地等，ヒトの感性を指標とした研究 

事例が報告され 9） 10），モノの形態要素とヒトの心理を定量的に

結び付けた感性価値・物性予測システムも提案されている11）。この

評価で使用される仮説の一つとして感性評価モデル 12）があり，

当社もこのモデルに基づき触感予測等の感性評価サービスを提供

してきた 8）。これは「外的刺激となる“物理要因”からヒトが何ら

かの“印象”を受け，そこから“感情”の喚起や“価値判断”が行わ

れる」という階層的な知覚・認知構造を仮定したものである。

　MBD にこれらの感性価値評価を取り入れることで，利用者が

どう感じるかということと，より感性的な価値を感じる性能や特性

を設計段階で予測できることから，利用者が感性的に望む次世代

モビリティ開発の効率化が期待される。人々が体験したことの

ない未来のモビリティ開発では試作車を具現化しにくいが，利用

者が求める感性価値を探索したうえでその感性価値を最大化する

方法が示されるため，設計開発に大きな効果が期待される。

　本稿では，次世代モビリティにおける MBD での感性価値評価の

活用を目指し，今後ますます重要になると予想される移動する

車両内の空間（移動空間）の体験価値を評価した事例を示す 13）。

2　移動空間の体験価値創出のための感性価値評価
2.1　移動における空間の価値について

　全ての利用者が車内で自由に過ごせるようになる完全自動運転

（レベル 5）に移行するにつれ，移動空間で利用者の求める価値が

大きく変化すると想定されるが 14），車両（電車，車）での移動に

関する行動と心理に関する既存研究 15） 16）では，利用者が移動

空間に対して求める価値が明らかになっていない。また，車内

設備や広さなどの車内環境（空間要素）と行動と心理との関係

性も明らかになっていない。そこで，本検証では，利用者が電車

および車の移動空間で過ごす行動により得られる感情とそれに

伴い喚起される体験価値を把握することを目的とした。さらに，

移動空間に期待される価値に車両空間要素がどのように影響して

いるかを，通勤電車の例について 1 項で述べた感性評価モデルに

基づき考察した。1 項で示した感性評価モデルは主にモノに対し

て適用されるモデルだが，本検証では評価対象がモノよりコトに

近く，移動空間の“体験価値”の評価であることから，空間要素

や印象が移動空間内で過ごしている利用者の状態（例：やりたい

ことに集中できる，眠たくなる）に影響を与え，この状態を経て，

感情，さらに体験価値が喚起されるという階層的な仮説を設定

した。すなわち，階層最下位から「空間要素」，「印象」，「（評価

者の）状態」，「感情」，「体験価値」の感性評価モデル（図 1）を

仮定し，上位 3 層を移動空間価値とし解析を行った。

2.2　移動空間価値と空間要素の抽出および構造化

　移動車両内の空間要素によって利用者が抱く印象や，それを

介し段階的に喚起される利用者の空間で過ごしている状態，行動，

感情や体験価値を抽出し，これらの繋がりを定性評価した。

　通勤またはプライベートで移動車両を使う会社員 15 名（男性

6 名，女性 9 名）を対象に心理学の分野で広く使われる評価 

グリッド法 17）に基づくインタビューを行った。このインタビュー

　電気自動車や自動運転等の次世代モビリティ開発が活発化するなか，モビリティに求められる価値も変化することが
想定され，利用者の感性価値が開発の指標として注目されている。また，車載機能が複雑化し，開発が長期化および高
コスト化するため，性能および特性をシミュレーションするモデルベース開発（MBD: Model-Based Development）の
重要度が増している。そのため，感性価値評価を取り入れたMBDにより，感性価値が付与された次世代モビリティ開発の
高効率化が可能になると考えられる。本稿では，次世代モビリティ開発への感性価値評価の活用を目指し，移動空間の体験
価値創出について述べる。

手法は，人のニーズを階層的に把握するもので感性価値とその

要因がどのように結びついているかを可視化できる。実験参加

者が普段利用している車両内での行動を列挙してもらい，行動の

動機となる空間要素および自身の状態，行動によって得られる

価値についてインタビューを行い，得られた回答をもとに移動

車両の空間内での過ごし方に関する評価構造を分析した。車両の

利用場面によって利用者の行動や過ごしている状態が異なる

可能性を考慮し，通勤場面とプライベートでの外出場面における，

普段の過ごし方と理想的な過ごし方について，それぞれインタ

ビューを行った。

　インタビューの結果，1755 語の評価語が抽出された。これ

らについて同義と考えられる語を統一し，評価構造可視化シス

テム（Evaluation Structure Visualization：ESV）18）を用いて

評価語間の階層構造を評価構造図として可視化した。

　通勤場面とプライベート場面の移動空間に対する評価構造図を

図 2，3 に示す。この図は，数学の分野のグラフ理論に基づく

ネットワーク指標により，言葉の出現頻度や他の言葉とのつな

がりの多さをもとに要約したものである。評価構造図内に示さ

れた言葉（ノード）は図 1 で示した仮説モデルの分類に基づき

色付けした。評価構造図では，左から右のノードに向かうほど 

具体的事象が抽象的事象を喚起していることを表しており，概ね

仮説通りの階層になっていることが明らかになった。図 2 の通勤

場面では，時間を有意義に使えることのほか，ストレスが軽減

次世代モビリティ開発に向けた感性価値評価
－ 移動空間の体験価値創出 －
健康・安全事業部 兼 大阪ラボラトリー　大図　佳子　／　大阪ラボラトリー　佐久間　文

図1　感性価値モデルに基づいた仮説モデル

図2　通勤場面における移動空間（電車および車）の評価構造
	 ＊グラフ理論を用いて重要度の高いノードとそのつながりを抜粋。文字の大きさは重要度を示す。
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　定量評価の評価サンプルとして，窓の大きさ，椅子の向きなど

特徴の異なる電車の車内空間画像 20 種類を選定した。例として

一部を図 4 に示す。

　2.2 節の結果から，電車での通勤場面における移動空間の価値

や移動空間に対する印象を評価語として抽出した。これら評価語

を類似した性質ごとに分類し，さらにそれらの性質カテゴリーを

代表する語を選定することによって表 1-4 に示す 24 語の評価

尺度を得た。

　これらの尺度を用いて，移動車両を片道 20 分以上利用して

通勤する会社員 27 名（男性14 名，女性13 名）を対象に，電車内

空間画像 20 種に対し，主観評価実験（5 段階評価のリッカート 

法）を行った。主観評価はヒトの感じ方を定量化する手法である。

　得られた主観評価データについて，図 1 の階層ごとに因子分析

を行い，車内空間における心理要素を抽出した。因子数は平行

分析結果と因子の解釈可能性を，因子名は各評価語の因子負荷

量を参照して決定した。因子分析の結果を表 1-4 に示す。因子

負荷量の高い箇所（表 1-4 の太字表記）から因子を解釈し，体験

価値は「移動空間の体験価値（有意義な時間・力の蓄積・切り

替え・気づきやひらめき）」の 1 因子，感情は「因子 1：楽しい・

リフレッシュ」「因子 2：落ち着き・リラックス」の 2 因子，評価

者の状態は「正直な気持ちになれる・頭を空っぽにできる」の

されること，疲れないことが主な移動空間価値（評価者の状態， 

感情，体験価値）として抽出された。また，図 3 のプライベート

場面では，通勤場面とは異なり，移動中楽しめることや気持ちを

上げられることが主な移動空間価値として抽出され，その他，

リフレッシュ・リラックスすることや時間経過があっという間に

感じることが移動空間価値として抽出された。

　この解析とは別に，移動車両の違いに着目し電車利用と車利用

の評価構造図を解析したところ，求められる価値が異なることが

明らかになった。以上の結果から，利用場面と利用車両のそれ

ぞれの価値を把握したうえで車両空間を設計・開発することが

重要と考えられる。

2.3　移動空間価値と空間要素の数値化

　利用者が移動空間に対して抱く印象や価値に対し，車両空間の

各要素がどの程度寄与しているかを定量的に評価するため，図 1

に示す移動空間価値，印象ならびに空間要素の数値化を行った。

将来，完全自動運転が実現された段階の次世代モビリティの車両

空間開発を視野に入れ，利用者の運転が不要である電車を次世代

モビリティの擬似的な空間の一つとみなして評価対象の代替と

した。また，日常的な利用場面として頻度の多い通勤での利用を

想定した。

図3　プライベート場面における移動空間（電車および車）の評価構造
	 ＊グラフ理論を用いて重要度の高いノードとそのつながりを抜粋。文字の大きさは重要度を示す。

図4　車内空間画像

因子 1
目的地までに気力を溜められそう
ひらめき・気づきの機会になりそう
時間を有意義に使えそう
仕事とプライベートの切り替えができそう

0.94
0.86
0.83
0.83

因子寄与
累積寄与率（%）

3.0
74.8

因子解釈

移動空間の体験価値 
（有意義な時間・ 

力の蓄積・ 
切り替え・ 

気づきやひらめき）

因子 1 因子 2
移動を楽しめる
リフレッシュできる
ストレスが軽減される
時間があっという間に感じる
落ち着ける
リラックスして過ごせる

0.76
0.75
0.68
0.64
0.50
0.64

0.47
0.56
0.62
0.62
0.81
0.70

因子寄与
累積寄与率（%）

2.7
44.5

2.4
85.2

因子解釈 楽しい・リフレッシュ 落ち着き・リラックス

表1　体験価値における因子負荷量 表2　感情における因子負荷量

因子１
やりたいことに集中できる
自分のための時間が過ごせる
自分の過ごしたいように過ごせる
パーソナルスペースが確保できる
周りの人が気にならない
何も考えないでいられる・頭を空っぽにできる
眠たくなる

0.93
0.92
0.92
0.86
0.83
0.73
0.57

因子寄与
累積寄与率（%）

4.8
69.0

因子解釈 正直な気持ちになれる・ 
頭を空っぽにできる

因子 1 因子 2 因子 3
車両が新しい
空間に清潔感がある
一人分の席の幅が広い
座り心地が良い
他の人の音が気にならない
自分の前の空間が広い
外の様子がよく見える

0.88
0.71
0.35
0.47
0.13
0.33
0.32

0.22
0.31
0.82
0.59
0.56
0.50
0.32

0.17
0.34
0.30
0.33
0.47
0.53
0.50

因子寄与
累積寄与率（%）

1.9
26.5

1.8
52.6

1.1
68.3

因子解釈 新しさ・
清潔感

自分だけの
空間 眺めの良さ

表3　評価者の状態における因子負荷量 表4　印象における因子負荷量

No 空間要素 主成分 1 主成分 2 主成分 3 主成分 4 主成分 5 主成分 6
1 窓の大きさ 0.02 -0.24 -0.04 0.10 -0.63 0.05
2 荷物置きの有無 -0.09 -0.28 -0.01 -0.36 -0.15 0.23
3 テーブルの有無 -0.23 0.19 -0.14 0.00 -0.21 -0.17
4 吊革の有無 0.24 -0.23 -0.13 -0.13 -0.08 0.22
5 車内の広さ 0.17 0.08 -0.17 -0.36 -0.24 -0.22
6 通路の広さ 0.29 0.04 0.05 -0.11 -0.10 -0.26
7 広告主張性 0.17 -0.38 0.13 -0.11 0.08 0.04
8 装飾主張性 0.03 0.18 -0.43 -0.32 -0.03 -0.01
9 車内の古さ 0.10 0.14 0.42 -0.07 0.18 0.41
10 一人座席 -0.24 0.29 -0.07 0.05 -0.02 0.11
11 ベンチ座席 0.30 0.07 0.13 -0.03 0.06 -0.20
12 ボックス座席 -0.08 -0.41 -0.31 0.14 0.05 -0.10
13 正面向き（正：正面 / 負：横） -0.26 -0.16 -0.05 0.22 0.19 -0.13
14 リクライニングの有無 -0.20 0.14 0.00 -0.14 0.14 -0.53
15 肘置きの有無 -0.30 -0.16 0.04 0.08 0.09 -0.02
16 席の広さ -0.18 0.01 -0.10 -0.46 0.18 0.18
17 座席の硬さ 0.24 -0.02 -0.23 0.24 0.24 0.02
18 座席の厚み -0.21 -0.21 0.05 -0.28 0.34 -0.10
19 座席向き統一性 -0.21 0.33 0.20 -0.17 -0.19 0.15
20 座席の丸み -0.19 -0.06 0.34 0.17 -0.29 -0.14
21 背もたれの長さ -0.31 -0.08 -0.04 0.03 0.00 0.12
22 窓視認性 -0.22 0.03 -0.34 0.10 -0.10 0.27
23 背もたれ素材（正：布 / 負：その他） -0.17 -0.29 0.30 -0.26 -0.11 -0.20

主成分解釈 ロングシート クロスシート シンプルレトロ 空間の狭さ 窓の小ささ リクライニングなし

表5　空間要素における主成分負荷量
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考慮するため，共分散構造分析を採用した。モデル構築には 2.3

節で得られた主観評価の因子得点と空間要素の数値を使用した。

これらを共分散構造分析に供して得られたパス図を図 5 に示す。

モデル精度を表す GFI などの適合度指標の値（図 5）および階層 

間の各因果関係の解釈に矛盾がないことから，本検証の仮説（空間

要素が印象を介して移動空間内で過ごしている評価者の状態に

影響を与え，感情や体験価値が階層的に喚起される）によって

構築されたモデルが妥当であると結論付けた。得られたモデル

から，以下に示すことが分かった。

● 体験価値「有意義な時間・力の蓄積・切り替え・気づきやひら

めき」には感情の「楽しい・リフレッシュ」と「落ち着き・リラッ

クス」が強く影響する

● 感情「楽しい・リフレッシュ」には印象である「新しさ・清潔

感」，「自分だけの空間」，「眺めの良さ」が強く影響する

● 感情「落ち着き・リラックス」には自身の状態である「正直な

気持ちになれる・頭を空っぽにできる」が強く影響する

● 自身の状態「正直な気持ちになれる・頭を空っぽにできる」には

印象の「眺めの良さ」，「自分だけの空間」が強く影響する

● 印象「眺めの良さ」には空間要素の「窓視認性」や車内広告が

無く座席向きが統一された「クロスシート」が強く影響する

● 印象「新しさ・清潔感」には空間要素の「シンプルレトロ」や 

「明るさ」が強く影響する

1 因子，印象は「因子 1：新しさ・清潔感」「因子 2：自分だけの

空間」「因子 3：眺めの良さ」の 3 因子が抽出された。

　また，空間要素を数値化するため，2.2 節の結果で抽出された

移動空間価値に寄与する空間要素を含む計 23 種類の評価尺度を

設定した。これらについて，各電車内空間画像に対して複数人の

評定で数値化した。さらに，主成分分析によって各要素の意味的

性質を集約し，主成分負荷量と解釈可能性も考慮して，6 つの

主成分を得た（表 5）。主成分負荷量（特に負荷量絶対値の高い

箇所（表 5 の赤色・青色の濃い箇所））を参照し主成分を解釈し，

主成分 1 を「ロングシート（進行方向に沿って配置されている

座席）」，主成分 2 を「クロスシート（進行方向に向かって配置

されている座席）」，主成分 3 を「シンプルレトロ」，主成分 4 を 

「空間の狭さ」，主成分 5 を「窓の小ささ」，主成分 6 を「リク

ライニングなし」と解釈して呼称することとした。また，画像の

空間内の明るさについて，色の指標の一つ明度（L*）を算出し，

次節の階層モデルに組み込む 7 つ目の空間要素として加えた。

2.4　移動空間の階層モデルの構築

　移動車両の空間要素と移動空間価値の関係性を定量的に明らか

にするため，図 1 の感性評価モデルに基づいて階層モデルの構築

を試みた。統計解析手法として，空間要素が印象を介して評価

者の状態，感情，体験価値へ階層的に寄与するという因果関係を

● 印象「自分だけの空間」には，「空間の狭さ」や「荷物置きの

なさ」などの空間要素が負の影響を与えている

　これらのことから，通勤中の移動空間価値を向上させる空間

要素として，車窓が良く見えること，一人分の席が広く独立した

座席であること，装飾がなく明るく清潔感のあるシンプルな空間 

であることが特に重要であると推察された。利用者の運転が不要

である電車を次世代モビリティの擬似的な空間の一つとみなして

階層モデルを構築したが，この知見は，将来自動運転が実現さ

れた移動空間にも活かせるものと考えられる。一方，本検証で

用いた評価サンプルは車内空間画像であり，これらの画像を見た

印象は実際の移動空間でヒトが五感で感じている印象とは乖離

している部分があると推察されるため，聴覚や触覚によって得ら

れる情報をいかに含めるかが今後の課題と考えられる。 

　以上の結果から，階層モデルを用いて移動空間における価値と

空間要素の関係性を定量的に示すことで，空間要素によって移動

空間価値がどのように喚起されているかを考察することが可能

となった。この階層モデルの応用活用として，付与させたい移動

空間価値からそれを実現する空間要素を，あるいは，新規デザ

インの空間要素から移動空間価値を，当該シミュレーションに

より具体的な数値として算出することができる。

3　おわりに
　本稿では，移動車両の空間設計に感性価値評価を活用する

ことが，移動空間の体験価値創出の一助となる可能性を示した。

本検証では，移動空間を題材としたが，モビリティの外観印象，

内装材の触感，装備される運転機能の使用感，ドライビングプレ

ジャーを含む自動車開発の様々なテーマで本評価が活用できる。

関連技術資料
●	 製品・サービス開発のための感性価値評価：
	 https://www.scas.co.jp/development/scas-news/sn-back-issues/pdf/53/

SCASNEWS2021-1_web_p21-22.pdf
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図5　通勤電車利用時の体験価値と空間要素の関係性を示した階層モデル
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RMSEA = 0.025
SRMR = 0.030

さらに，MBD のシミュレーションでの応用活用も期待される。

自動車業界の急速な変化の中，利用者が真に望む次世代モビリ

ティ開発に向けて感性価値評価を通じて貢献したい。
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柳　和則
（やなぎ　かずのり）

医薬事業部

1　はじめに
　近年，発がん性物質のニトロソアミン類（図１）の医薬品への

混入は，国際的に重大な品質・安全性の課題として認識され，

各国の規制当局が迅速に枠組み整備を進めてきました。特に， 

医薬品の有効成分（Active Pharmaceutical Ingredient：API）

の構造に由来するニトロソアミン原薬関連不純物（Nitrosamine 

Drug Substance-Related Impurities：NDSRI）への対応は，

原薬の製造方法，錠剤等の処方設計や包装，保管条件など広範

にわたります。国内外の規制当局は，ニトロソアミン類の混入

リスク評価・分析・管理を製薬企業に厳格に求めており，これに

応じた分析・評価技術の高度化が進んでいます。本稿では，最近

の欧州医薬品庁（EMA）やアメリカ食品医薬品局（FDA）の動向， 

厚生労働省の運用方針を概説するとともに，分析技術面から，

当社の分析法開発から未知ピークの構造推定，規制対応，当局

への申請支援など幅広い取り組みを紹介します。

2　規制の背景と流れ
　ニトロソアミン類は，食品や医薬品に含まれる可能性のある

有害な化学物質で，発がん性があることが知られています。医薬

分野では，2018 年のサルタン系降圧薬（バルサルタン等）に

おける混入事例を契機に，ニトロソアミン類の管理は強化され，

評価対象は製造工程から包装・保管までへと拡張されました。

ニトロソアミン類は一般に強い発がん性を示し得るため，微量

でも管理が必要です。各規制当局の動向は以下の通りです。

 ●	EMA は，化学合成原薬を含む医薬品を中心に，包装・保管を

含めた包括的なニトロソアミン類のリスク評価，必要に応じた

分析法の確立，管理戦略の導入を求めています。ニトロソア

ミン類の混入・生成が複数の経路で発生し得ることが明らかに

なったため，製造工程の原料・反応剤（亜硝酸塩等），工程

条件（pH・温度），包装材や保管条件，賦形剤中の亜硝酸塩

等に起因する生成リスクまで評価範囲は拡張されました１）。

 ●	FDA も同様に，原薬由来・製剤由来双方の発生メカニズムに

着目し，想定経路の同定，適切な試験法の採用，許容摂取量 

（AI: Acceptable Intake）に基づく管理を求めています２）。

当初は NDMA（N- ニトロソジメチルアミン）など一部の

低分子量ニトロソアミン類の混入に焦点が当てられていま

したが，2019 〜 2021 年にかけて知見が拡充し，2020

年頃より API 構造に由来する NDSRI を含む広範な生成・

混入リスクを前提とした包括的な管理へと見直されました。

2021 年のバレニクリンにおける N- ニトロソバレニクリン

検出・回収事例もあり，NDSRI への注目は一層高まりました。

3　NDSRIへのフォーカス：構造ベースのAI設定
（CPCA）
　従来，AI は個別の発がん性試験や構造活性相関（SAR）に

基づき設定されてきました。しかし，NDSRI は API の構造や

製造・保管条件に依存して品目ごとに異なる構造が生成し得る

ため，個々の化合物について長期の毒性データが揃いにくいと

いう課題があります。これに対する規制動向は以下の通りです。

 ●	EMA は，2023 年に Carcinogenic Potency Categorisation 

Approach（CPCA）を公表し，構造要素（例：二級・三級

アミン由来の N- ニトロソ基，α位置換，隣接ヘテロ原子，

代謝活性化の可能性等）に基づいて発がん性ポテンシーを

カテゴリー化し，長期毒性データのない NDSRI でも暫定的

かつ保守的に AI を導出できる枠組みを示しました３）。

 ●	FDA も，構造特徴や既存の発がん性データ等に基づき，多数

の NDSRI について推奨 AI を公表しており，該当する場合は

これを管理基準として参照します。EMA の CPCA と整合

性を持ちつつ，FDA は独自の評価手法を併用しています４）。

 ●	我が国では，2023 年に厚生労働省が事務連絡にて CPCA

を用いた AI 設定の活用を許容し，国際整合的なリスク評価・

管理の枠組みが整備されました。これにより，製薬企業は

構造情報と限られた分析データから迅速に管理方針を決定し，

必要な閾値に基づく分析法・工程管理の設計が可能となり

ました５）。

　なお，CPCA による AI は暫定的な位置づけであり，個別化合

物の信頼性の高い毒性データが得られた場合は，化合物固有の 

AI が優先されます。AI は通常 ng/ 日で提示され，製品の最大 

一日投与量（MDD）に基づいて製品中の許容濃度（ppm や

ppb）に換算します。

医薬品のニトロソアミン類管理の新潮流
－ 構造ベース AI（CPCA）と NDSRI 対策 －

医薬事業部 　西原　豊 ・ 柳　和則

4　我が国の自主点検後の継続的対応
　2025 年 7 月に公表された事務連絡に基づき，医薬品中ニトロ

ソアミン類混入リスクの自主点検後の対応について，厚生労働省

は継続的管理を製薬企業に求めています６）。 次の状況に該当する

場合には都度，ニトロソアミン類の混入リスク評価を実施し，

必要に応じて適切なリスク低減措置についての検討および薬事

手続きを行うことが求められます。

　＜想定されるトリガーの例＞

　①新規に医薬品の承認を取得しようとするとき

　②�製造方法，処方または一次包装の変更等，ニトロソアミン類

の混入に影響があると考えられる変更を行おうとするとき

　③ニトロソアミン類について新たな知見が得られたとき

　なお，限度値超過時の対応や管理戦略，リスク低減措置の設定は，

既存の通知・Q&A・薬事手続通知を参照します。国内外で限度

値超過事例がある医薬品については，その医薬品が他社製剤で

あっても原則として規格値の設定が求められます。規格値を設定

しない，または別の方法で対応する場合は，医薬品品質相談や

後発医薬品品質相談で妥当性の確認を受ける必要があります。

5　高感度分析と安全対策の必要性
　FDA のガイダンス２）は，各製品の MDD と AI に照らし，当該

製品で AI を確実に満たしうる十分な感度と特異性を備えた分析

法を求めています。一般に LC-MS/MS，GC-MS，LC-HRMS 

（高分解能質量分析）等の高感度・高選択的手法が用いられます。

必要な定量下限（LOQ）は画一的ではなく，製品の MDD や 

AI に応じてサブ ppm 〜 ppb，あるいは ng/g レベルまでの

感度が求められることがあります。高選択的な質量分析法の適用

に加え，マトリックス由来のイオン抑制 / 増強の制御，共溶出

リスクの低減（前処理・クロマト条件最適化）が重要です。また，

試料調製や分析工程でのニトロソ化アーティファクト防止（亜

硝酸塩の管理，pH・反応性の制御，阻害剤の適用等）にも留意

が必要です。

　ニトロソアミン類は発がん性物質であるため，取り扱いに際し

ては作業者の安全確保と交差汚染防止が極めて重要です。曝露・

交差汚染リスクの低減には，適切な封じ込め技術と厳格な手順

管理が不可欠です。

6　おわりに 
　今後は，CPCA の実運用で得られる実証データの蓄積を背景

に，公表 AI の拡充，カテゴリー定義の精緻化，（Q）SAR や限定

毒性データとの統合，国際調和が一層進む見込みです。一方で，

NDSRI はその生成が API 構造に強く依存するため，画一的管理

だけでは不十分です。

　当社は，NDSRI についても，LC-MS/MS を中心とした手法に

より，LC による夾雑成分からの分離，MS のイオン化・分離条件

の最適化を図り，適合する分析法を開発します。さらに，LC-

HRMS を併用することにより未知ピークの構造推定からター

ゲット分析への展開も可能です。高生理活性の原薬や NDSRI

参照標品の調製・試験は，封じ込め施設を用いて安全に実施し

ます。また，ICH Q2（R2）に準拠した分析法バリデーションや

GMP 対応での製品分析に加え，CPCA を用いた AI 設定支援，

当局への報告および照会対応資料の作成，製造方法・処方・一次

包装の変更時の再評価まで，幅広いサービスを提供します。

これらの取り組みを通じて，製品のライフサイクル全体にわたり，

お客様の製品の品質・安全性評価を支援します。
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図1　ニトロソアミン類の生成反応（二級アミンと亜硝酸の場合）
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回答者
千葉ラボラトリー
福永　辰也
（ふくなが　たつや）

お客様の目的を見据えて
化学分析の総合力でお応えする

Q現在の業務を教えてください。
　入社時は医薬品の臨床・非臨床試験に関わる測定に従事して

いましたが，2015 年の医療機器事業におけるケミカルキャラク

タリゼーション事業の立ち上げに伴い，ラボメンバーとして参画

して現在に至ります。拡販活動にも参加して多くのお客様に接し

てきましたし，セミナーの講師を担当した時期もありました。

	社内ネットワークを駆使して課題を解決する
Q 立ち上げ期からの参画で苦労はありましたか？
　ラボでの専任者は，ほぼ１人という状態でのスタートでしたが，

規格やお客様のご指示通りの分析のご依頼という仕事は殆ど

無く，ガイダンスの解釈に基づいた試験条件の設定などコンサル

ティング的な対応も求められました。

　背景として，当時はガイダンスにも明確な記載がなかったこと

もあります。検体（医療機器）の構成原材料や臨床使用条件に

あわせてガイダンスをどう解釈して，どう評価すべきかを自分

たちで考える必要がありました。お客様へのヒアリングや社外

活動を通じて少しずつ，お客様が求めていることに落とし込んで

修得していき，提案力を高めていきました。

　新たに「ケミカルキャラクタリゼーション」試験の対応をする

ようになってからは自部署にはない様々な分析技術や装置が必要

となり，社内のいろいろなグループに声をかけて手伝っていた

だきました。さらに，規制動向の変化に伴うお客様からの閾値

設定や毒性リスク評価等，自身だけでは対応できない専門外の

ご要望にも社内ドライラボの力も借りてお応えできたのは，まさに

当社の総合力の賜物と思います。それまでに全社的な取組みへの

参加経験で部門を超えた横の繋がりが出来ていたことが大いに

助けになったと思います。担当業務以外の活動を通じて得た社内

のネットワークも大切と思いました。

	本質的にはサービス業。
	 お客様の目的を第一に考える
Q お客様との関わりの中で気づきはありましたか？
　お客様の産業分野問わず，提供する分析の品質が基盤にある

ことが大前提ですが，それに加えて，医療機器の場合は評価計画の

コンサルティングや報告データの健全性というように，お客様が

何を重視されているかを意識することが大切と思います。それを

踏まえて，当社は分析受託会社であり本質的にはサービス業なの

で，どういうふうにお客様のご要望に応えられるかという観点で

取り組んできたように思います。

　一方で，我々の分析という仕事は専門技術を取り扱うので，

お客様に伝わりづらい側面があると常々感じています。

　例えば分析のご相談をいただくお客様が，決定権をお持ちでは

ない立場の方も少なくないため，私がお客様に口頭で説明しても，

お客様は試験機関（当社）から聞いた詳細な話をまとめて上司の

方に伝えることになります。当社にご依頼いただくまでにご負担

をかけることが予想できる場面があり，実際にメールでの確認を

何度もすることになったときは，心苦しく思いました。

　そこで，お客様が共有・追加相談しやすいように要点をまと

めた資料を添付するようにしたところ，お客様との認識が合う

ようになり，さらに深い議論もできるようになりました。結果，

社内の連携も，よりスムーズになったと感じます。

Q 今後の抱負を教えてください。
　国内では，ケミカルキャラクタリゼーションを実施できる機関

が少ないので，医療機器メーカーの方に寄り添った支援ができる

体制を作っていきたいです。

　当社のコーポレートスローガンである“すべては分析に始まる

～輝かしい未来の設計のために最高の分析技術を通じて人類と

社会に貢献する～”は，我々の覚悟を体現した言葉と考えてい

ます。

　一方で，お客様が求めているのは化学分析の結果ではなく，

その結果を使って医療機器が安全かどうかを知りたいのであっ

て，化学分析はあくまで手段の一つと考えます。そこを勘違い

しないように，お客様の目的をふまえてどういう提案をするかが

重要なのではないかと思っています。

　分析者として真摯な姿勢を持ち続けお客様や社会と伴走しな

がら，お困りごとの解決を支援していきたいと思います。

（取材：SCAS NEWS 編集担当 北島睦子）

当社千葉ラボラトリーの福永辰也グループリーダーに，
お客様とのコミュニケーションにおける気づきをインタビューしました。
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　当社千葉ラボラトリーの桐谷健一，大阪ラボラトリーの金子弘の
二名が日本分析化学会「2025 年度有功賞」を受賞しました。いず
れも 30 年以上にわたり分析実務に従事し，豊富な知見を活かして
お客様のご要望にお応えし，社会に貢献してきた実績を認めていた
だいたものです。
　桐谷は，当社および関連会社にて国内外の工場操業に関わる分析
業務に従事するほか，公害防止管理者・作業環境測定士の資格を取得
して，職場労働環境のサンプリングや測定業務を担当しました。幅広い
知識と経験により，分析法の設定や開発による工場立ち上げ支援・
インフラ整備支援，製薬工場や設備におけるコンタミネーション評価
に携わるなど様々な産業分野の発展に寄与いたしました。
　金子は，分析装置およびカラムの開発を中心に従事し，お客様の
分析法確立等の支援を行うことで作業効率向上のご期待にお応えして
まいりました。また，JAS など公定法の検討に参画し産業界の標準化 
に尽力しました。特に食品・飼料業界では，多くのお客様のご研究や

製品検査に粗タンパク質測定法とその分析装置を採用していただき，
作業効率向上と安全かつ安定した製品製造に活用いただいております。
　当社は，お客様に信頼されるパートナーを目指し，これからも研鑽
してまいります。

【医薬分野】
医薬品と環境を考える ～その3 プロダクトスチュワード
シップと排水管理～
髙橋洋子 *1, 武王空 *2, 新藤正人 *3, 長谷川あゆみ *4（*1
㈱住化分析センター ,*2 日揮㈱ , *3 ㈱奈良機械製作所 ,*4 小野
薬品工業㈱）

「PHARM TECH JAPAN 2025 年 6 月号」（㈱じほう発行），
41（8），P 101-105（2025）
ISPE EHS COP の 2023 年度の活動「排水中の医薬品有効
成分に関する調査」のうち，本稿では国際的な化学物質管理の
枠組みの紹介と医薬品が水環境に放出される最後の砦となる
排水処理技術について概説した。

【マテリアル分野】
高熱伝導材料の熱物性評価技術～車載材料を中心とした分析
事例～
雫石拓也（マテリアル事業部）

（書籍）「高熱伝導・放熱材料の最新開発動向・最適調整と応用
展開・今後の展望」（㈱ AndTech 発行），第 4 章 第 1節 第 4 項，
P145-157（2025）
放熱材料の熱物性評価技術（熱伝導率，熱膨張率，硬化収縮
率，放射率）の測定概要と一般流通材料の測定事例を記載し，
当社の特徴的な熱マネジメント技術の紹介を行った。

【健康・安全分野】
医療機器のE&L（Extractables & Leachables：抽出物・
浸出物）試験と毒性学的リスクアセスメント
嶋田いつか *1, 浦野のり子 *1, 福永辰也 *2,中澤晶子 *1（*1健康・
安全事業部 ,*2 千葉ラボラトリー）

（書籍）「欧米規制 /ICH Q3E をふまえた E&L（Extractables & 
Leachables）試験の分析手法・安全性評価 / 管理閾値とリスク管理」

（サイエンス＆テクノロジー㈱発行），第 3 部 第 9 章 P108-127（2025）
医療機器の生物学的安全性評価プロセスにおいて，評価の裏付け
や動物試験の一部省略において有用と考えられている，医療機器
から溶出する化学物質の毒性学的リスク評価の分析試験やリスク
評価の方法についてガイダンスをもとに解説したものである。

【医薬分野】
GalNAc修飾 siRNAの2D-LC/MSによる不純物分析
○赤嶺隆太 *1, 韋　宏 *1, 長野裕夫 *1, 乙丸有香 *1, 井上貴雄 *2, 川上
純司 *3, 小比賀　聡 *4（*1 ㈱住化分析センター ,*2 国立医薬品食品
衛生研究所 ,*3 甲南大学 FIRST,*4 大阪大学大学院 薬学研究科）
日本核酸医薬学会第10 回年会（神戸国際展示場），2025 年 7 月1日

クラッベ病の拡大新生児マススクリーニング2次検査として
の乾燥濾紙血中サイコシン濃度測定法の確立
○重山拓摩 *1, 斎藤　葵 *1, 岡嶋孝太郎 *1, 酒本和也 *2, 濱崎
考史 *3，成田　綾 *4, 酒井規夫 *4（*1 ㈱住化分析センター ,*2
大阪市環境保健協会 ,*3 大阪公立大学 ,*4 医誠会国際総合病院）
第 52 回日本マススクリーニング学会学術集会（ウインクあいち），
2025 年10 月3日

細胞外小胞（EV）の産業利用に向けた品質特性解析の検討
○寺井織枝 , 田浦映恵 , 北中淳史 , 丸谷曜子 , 岡嶋孝太郎（大阪
ラボラトリー）
第 12 回日本細胞外小胞学会学術集会（千里ライフサイエンス
センター），2025 年 10 月 14 日

Development of a rapid, quantitative and robust 
high-throughput assay for detecting both soft and 
hard reactive metabolites using CysGlu-Dan.
○塩田優子 , 橋本有樹 , 渡邉健一 , 只野　純（大阪ラボラトリー）
日本薬物動態学会第 40 回年会（京都市勧業館「みやこめっせ」），
2025 年 10 月 21日

【マテリアル分野】
水平リサイクルに向けた廃車より回収したシートベルト
ウェビングの製造年分布と汚れ・劣化状態の分析（第1報）
〇福田　猛 *1, 小林正俊 *1, 小川留美 *2, 藤原　豊 *2（*1
㈱本田技術研究所 ,*2 ㈱住化分析センター）
自動車技術会 2025 年春季大会（パシフィコ横浜），2025 年 5 月21日

静電気危険の評価と対策
太田　潔（愛媛ラボラトリー）
溶接責任者会主催第 31 回溶接責任者会総会（大阪中央電気
倶楽部ホール），2025 年 7 月 16 日

各種製品に混入する異物の特徴と分析技術を活用した処方
末広省吾（愛媛ラボラトリー）
TH 企画セミナーセンター主催セミナー（芝プラザビル（東京）
およびオンラインセミナー），2025 年 8 月 8 日

半導体製造環境や環境測定用の気中酸塩基捕集カートリッジ
「BremS®」の紹介
○安倍聡彦 , 齋藤佳美 , 小俣美郁子 , 吉田寧子 , 飯川玲子（千葉

ラボラトリー）
日本エアロゾル学会主催「第 42 回エアロゾル科学・技術研究
討論会」（姫路商工会議所），2025 年 8 月 29 日

多孔性材料の平均構造解析が導く機能向上へのアプローチ
末広省吾（愛媛ラボラトリー）
第 22 回 SPring-8 産業利用報告会（大阪科学技術センター），
2025 年 9 月 3 日

チタン酸バリウムスラリーの分散性と分散剤吸着メカニズムの解明
○中西祐司 *1, 島森拓土 *1, 松本実香 *1, 萩原 睦 *1, 髙橋永次
*1, 中島秀朗 *2, 藤井香里 *2, 岡崎俊也 *2（*1 ㈱住化分析セン
ター ,*2 国立研究開発法人 産業技術総合研究所）

（公社）日本セラミックス協会 第 38 回秋季シンポジウム（群馬
大学），2025 年 9 月19 日

セラミックススラリーの材料選定に対するハンセン溶解度
パラメータの指標化検討
○島森拓土 *1, 中西祐司 *1, 松本実香 *1, 萩原 睦 *1, 髙橋永次
*1, 中島秀朗 *2, 藤井香里 *2, 岡崎俊也 *2（*1 ㈱住化分析セン
ター ,*2 国立研究開発法人 産業技術総合研究所）

（公社）日本セラミックス協会 第 38 回秋季シンポジウム（群馬
大学），2025 年 9 月 19 日

【健康・安全分野】
職業曝露限界値（OEL）の設定について
中澤晶子（健康・安全事業部）
2025 年 ISPE 日本本部年次大会（タワーホール船堀（東京）），
2025 年 5 月 30 日

新規水中多成分PFAS 一斉分析法のインターラボラトリー
テストに関する報告 そのⅠ
○殷 熙洙 *1, 谷保佐知 *2, 秦 浩司 *１, 中野 暁 *１, 城代 航 *3,
小野純子 *4, 岩佐奈実 *5, 醍醐ふみ *6, 岩田敏明 *7, 河野洋一
*8, 栫 拓也 *9, 室谷佑京 *10, 金子蒼平 *11, 天日美薫 *12, 榎本
幹司 *13, 髙原 玲華 *14, 古川 幸 *15, 内川綾乃 *16, 大脇千泉
*17, 萩野裕基 *18, 木村辰徳 *19, 光田 隼 *20, 北殿康治 *21, 久保
明日香 *22, 長谷川 淳 *23, 島屋敷雄大 *24, 野島智也 *25, 細谷
幸恵 *1, 亀山眞由美 *1（*1国立研究開発法人 農業・食品産業
技術総合研究機構,*2国立研究開発法人 産業技術総合研究所,*3
アジレント・テクノロジー㈱,*4大阪府立環境農林水産総合研究所,*5
㈱島津製作所 ,*6 ㈱島津テクノリサーチ ,*7 日本ウォーターズ㈱，
*8 一般財団法人 日本食品分析センター，*9 公益財団法人ひょうご 
環境創造協会 兵庫県環境研究センター ,*10 ㈱環境管理セン
ター ,*11㈱環境総合リサーチ ,*12 一般財団法人 九州環境管理
協会 ,*13 栗田工業㈱ ,*14 ジーエルサイエンス㈱ ,*15 ㈱住化
分析センター ,*16 中外テクノス㈱ ,*17 一般財団法人 東海技術
センター ,*18 ㈱東京久栄 ,*19 東北緑化環境保全㈱ ,*20 日鉄

テクノロジー㈱ ,*21㈱日本総合科学 ,*22 ㈱日吉 ,*23 公益財団
法人 ふくおか公衆衛生推進機構 環境科学センター ,*24 三浦
工業㈱ 三浦環境科学研究所 ,*25 ユーロフィン日本環境㈱）
第 4 回環境化学物質合同大会（山形テルサ），2025 年 7 月17 日

QSAR Toolboxの概要説明，デモンストレーションおよび演習
河合里美（健康・安全事業部）
安全性評価研究会主催第 3 回リードアクロス勉強会（ニチバン㈱ 
東京），2025 年 9 月 6 日

米国の食品接触材料規制の基礎
吉村千鶴（健康・安全事業部）
化学工業日報社主催海外法規制セミナー（オンラインセミナー），
2025 年 9 月 18 日

欧州の食品接触材料規制の基礎
米原　史（健康・安全事業部）
化学工業日報社主催海外法規制セミナー（オンラインセミナー），
2025 年 9 月 18 日

異物問題への対処法～分析技術の活用とオリジナルライブ
ラリ構築～
末広省吾（愛媛ラボラトリー）
サイエンス＆テクノロジー㈱主催セミナー（オンラインセミナー），
2025 年 10 月 24 日

静電気危険の評価と対策
太田　潔（愛媛ラボラトリー）
㈱住化分析センター主催オープンセミナー（NHK 名古屋放送
センター），2025 年 10 月 8 日

熱物性評価の技術紹介
小川留美（千葉ラボラトリー）
㈱住化分析センター主催オンラインセミナー（オンデマンド配信），
2025 年 10 月 8 日

硬化収縮率・応力評価技術の紹介
瀬尾亮平（千葉ラボラトリー）
㈱住化分析センター主催オンラインセミナー（オンデマンド配信），
2025 年 10 月 8 日

真空アウトガス評価技術のご紹介
小谷智弘（千葉ラボラトリー）
㈱住化分析センター主催オンラインセミナー（オンデマンド配信），
2025 年 10 月 22 日

千葉ラボラトリー　桐谷 大阪ラボラトリー　金子

　日本分析化学会　2025 年度有功賞受賞
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はアインシュタインの疑問符です． 彼のあくなき好奇心と探求心こそが，
宇宙真理発見の原動力だったのかもしれません．
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株式会社住化分析センター
〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-6-17 住化不動産横堀ビル

PICKUP!  T O P I C S

1　はじめに
　令和６年版消防白書 1）によると，令和
5 年度に，国内危険物施設において 243
件の火災（爆発を含む）事故が発生し，
その多くが人的要因によることが公表され
ています。また，令和 5 年版消防白書 2）

では，危険物施設の火災事故発生総数に
占める着火原因のうち，16.8 ％が静電気
火花に起因するとされています。
　企業での火災・爆発事故は，従業員の
被災だけにとどまらず，設備損傷による
物的被害や取引先への納品遅延など，経営
に大きな影響を与えることから，事故防止
は重要な経営課題と考えられています。

２　静電気安全体感研修
　当社が提供を開始した“講師派遣型 静
電気安全体感研修”は，危険物を取り扱う
製造現場や研究施設において，静電気を
起因とする火災・爆発事故の未然防止を
目的とした研修です。静電気の危険性を
理解するとともに危険感受性を向上させる
ことで，人的要因による事故発生リスクを
低減させる効果が期待できます。

３　研修プログラム
　研修の流れを表１に，研修の一例を図１
に示します。研修前に動画学習を実施する
ことで，当日の研修効果が向上します。
研修では，日常的に行う動作や汎用的な
作業を模した体感実験で，危険感受性を
養います。
　また，事前・事後の確認テストを受けて
いただくことで，学習効果を可視化します。

講師派遣型 静電気安全体感研修のご紹介

図１　研修の一例
　　 （椅子から立ち上がる動作で電位が上昇する様子）

研修の流れと
所要時間 項目

研修前
（約 90 分）

動画視聴（研修前に予習）
オンラインテスト（現状把握）

座学研修
（約 60 分）

・身近な静電気現象の理解
・液体移し替え作業
・粉体充填作業

体感実験※
（約 90 分）

・各種素材の摩擦帯電
・静電誘導（物・人）
・各種静電気放電
・アースとボンディング
・静電気対策（床・靴・人）
・粉体投入作業
・導電性液体の取り扱い
・スコップや小さな容器類の手作業
・間違った静電気対策

研修後
（約 30 分） オンラインテスト（効果の確認）

表1　半日研修のプログラム例
　　 （個別にカスタマイズが可能です）

※ご希望に応じて 4 ～ 5 項目をご選択

株式会社住化分析センター　マテリアル事業部　危険体感教育担当
TEL 03-5689-1214（東京）
E-Mail：anzen_kyoiku@scas.co.jp

お問合せ先

＜当社サービスの特徴＞
 ●	� 静電気の専門家が作成した

オリジナル教材
 ●	� 講義と実験体験を効果的に

組み合わせたプログラム
 ●	� 講師がお客様のもとに伺う

“講師派遣型”の研修

４　その他の危険体感教育・研修サービス
　住化分析センターでは，今回ご紹介した  

“講師派遣型 静電気安全体感研修” だけ
でなくｅラーニングや三次元 CG 技術を
用いた VR 形式など，表２に示す様々な
危険体感教育・研修サービスを用意して
います。受講対象者，受講方法，取扱い
化学物質などをお伺いしたうえで，最適な
研修サービスを個別に設計し，ご提案いた
します。

５　まとめ
　化学・製薬・電子材料など，多くの産業
界で，火災・爆発事故の危険性を有する
化学物質が使用されており，事故リスクは
今後も高まることが予想されます。当社
は，化学物質をより安全に取り扱うため
の従業員教育・研修サービスを提供する
ことで，お客様の安全・安定操業に貢献
いたします。
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表2　住化分析センターが提供する危険体感教育・研修サービス

サービス名称 実演形式
危険体感教育

実写 -VR 形式
危険体感教育

CG-VR 形式
危険体感教育

静電気安全
体感研修

ｅラーニング
（実験映像・静電気）

種別 実体験 VR：視聴体験 VR：操作体験 実体験 動画視聴
演習問題

学習内容 化学反応事例 化学反応事例
（360°動画） 大規模災害・爆発事故（CG） 静電気現象 化学反応事例

静電気現象

実験内容 薬品・粉体の
危険性など

薬品・粉体の
危険性など 実験室・プラント事故など 静電気 薬品・粉体の危険性

静電気

形式
（開催場所） 講師派遣 講師派遣 講師派遣

コンテンツ提供
期間利用・
買い切り

講師派遣 当社施設
集合 受講者の PC 環境

推奨受講人数 5 ～ 15 名 5 ～ 40 名 5 ～ 10 名 人数制限無 8 ～ 16 名 8 ～ 16 名 人数制限無
（ 　　）
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